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梅
田
周
辺
に

高
層
化
し
た
大

型
商
業
施
設
が

次
々
と
オ
ー
プ

ン
し
た
。
グ
ラ
ン
・
フ
ロ
ン

ト
も
物
珍
し
さ
か
ら
か
に
ぎ

わ
っ
て
い
る
。

　

適
当
な
競
争
で
物
価
を
下

げ
る
の
か
と
の
思
い
に
反
し

て
、
高
級
品
ほ
ど
売
れ
る
ら

し
い
。「
リ
ス
ク
無
く
し
て

商
機
無
し
」
と
賭
博
経
営
を

し
て
る
の
で
も
な
か
ろ
う
。

ど
こ
か
で
ヘ
ッ
ジ
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
私
の
勘
で
は
、

５
年
後
に
３
分
の
一
は
敗
退

し
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
降
ろ
す

だ
ろ
う
。

　

こ
の
危
険
な
賭
け
に
個
人

の
資
本
力
で
は
め
っ
た
に
参

戦
で
き
ま
い
。
こ
の
戦
略
に

は
格
差
社
会
に
湧
き
出
た
セ

レ
ブ
と
、
息
切
れ
し
て
退
散

す
る
同
業
競
争
者
の
存
在
が

あ
る
。

　

勝
ち
抜
い
て
、
近
所
の
シ

ャ
ッ
タ
ー
だ
ら
け
の
中
で
自

分
だ
け
孤
高
の
人
気
店
と
し

て
残
る
の
は
飲
食
関
係
が
多

い
。
テ
レ
ビ
界
で
「
消
え
も

の
」
と
い
う
よ
う
に
、
食
べ

物
は
胃
に
入
っ
て
消
え
る
か

ら
味
覚
が
合
う
と
リ
ピ
ー
タ

ー
に
な
る
が
、
若
者
の
流
行

セ
ン
ス
が
頼
り
の
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
業
界
の
商
戦
の
厳
し
さ

は
歯
科
医
の
想
像
外
で
あ

る
。　紙面へのご意見や感想、投稿記

事などを新聞部までお寄せくださ
い。紙面に掲載させていただいた
場合は、図書カード３千円分を進
呈いたします。
（郵送やファクスで、協会新聞部
までお寄せください）

上：宮本岳志議員（右）、　
中：山下芳生議員（左）、　
下：辰巳孝太郎議員（左）

　

安
倍
政
権
は
「
解
釈
改
憲
」
の
次

に
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
と
多
国
籍
軍

参
加
を
具
体
的
に
実
行
で
き
る
よ
う
法

的
整
備
を
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
「
立
法
改
憲
」
と
い
う
。

　

そ
の
第
１
に
、
自
民
党
は
国
防
部
会

と
安
全
保
障
調
査
会
で
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
を
可
能
に
す
る
「
国
家
安
全
保

障
基
本
法
案
（
概
要
）」
を
ま
と
め
、

昨
年
７
月
４
日
総
務
会
で
こ
れ
を
決
定

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
さ
ら
に
、
個
別

的
自
衛
権
行
使
の
た
め
の
「
武
力
攻
撃

事
態
法
」
と
対
に
な
る
よ
う
な
「
集
団

自
衛
事
態
法
」（
仮
称
）
を
定
め
、「
自

衛
隊
法
に
お
け
る
『
集
団
自
衛
出
動
』

（
仮
称
）
的
任
務
規
定
、
武
器
使
用
権

限
に
関
す
る
規
定
」
を
定
め
る
と
明
記

し
て
い
た
。

　

つ
ま
り
集
団
的
自
衛
権
行
使
に
向
け

条
件
や
手
続
き
等
を
定
め
た
法
律
と
し

て
「
国
家
安
全
保
障
基
本
法
」
と
「
集

団
自
衛
事
態
法
」
の
制
定
が
考
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
。

　

第
２
に
、
自
民
党
「
国
家
安
全
保
障

基
本
法
案
（
概
要
）」
は
、「
国
際
連
合

憲
章
上
定
め
ら
れ
た
安
全
保
障
措
置
等

へ
の
参
加
」
を
定
め
て
い
る
条
項
で
、

「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
で
決
議

さ
れ
た
等
の
、
各
種
の
安
全
保
障
措
置

等
」、
つ
ま
り
多
国
籍
軍
に
日
本
が
参

加
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
お
り
、
当
該

よ
う
に
派
遣
毎
に
国
会
で
そ
の
根
拠
と

な
る
特
別
措
置
法
の
是
非
を
議
論
す
る

手
間
と
時
間
を
省
き
、
一
般
法
を
根
拠

に
迅
速
に
自
衛
隊
を
海
外
派
兵
さ
せ
よ

条
項
の
欄
外
で
「
国
際
平

和
協
力
法
案
（
い
わ
ゆ
る

一
般
法
）
を
予
定
」
と
明

記
し
て
い
た
。

　

自
民
党
は
、
後
方
地
域

支
援
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず

多
国
籍
軍
本
体
に
参
加
し

武
力
行
使
す
る
こ
と
を
許

容
す
る
一
般
法
を
制
定
し

た
い
の
だ
。
こ
れ
ま
で
の

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

安
倍
内
閣
が
来
年
「
解
釈
改
憲
」
を

強
行
す
れ
ば
、
以
上
の
法
案
は
政
府
提

案
に
な
り
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
成
立

の
可
能
性
は
高
く
な
る
。

　

だ
が
、
世
論
が
反
発
し
公
明
党
の
大

臣
が
反
対
す
る
な
ど
し
て
「
解
釈
改

憲
」
が
強
行
で
き
な
け
れ
ば
、
議
員
提

案
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場

合
、
賛
成
多
数
で
成
立
し
て
し
ま
う

と
、
内
閣
法
制
局
長
官
も
各
大
臣
も
、

成
立
し
た
違
憲
の
法
律
を
「
合
憲
」
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
置
か
れ
て

し
ま
う
が
、
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
な

け
れ
ば
、
成
立
の
可
能
性
は
低
く
な

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
国
民
の
反
対
運
動

が
重
要
に
な
る
。

 

（
つ
づ
く
）

改
憲
の
足
音

神
戸
学
院
大
学
教
授

 

上
脇　

博
之 ❻

狙
い
は
違
憲
の「
立
法
改
憲
」

国家安全保障法は必要？

【明文改憲】
憲法９条の条文変更

↓
国防軍を創設

【明文改憲】
憲法９条の条文変更

↓
国防軍を創設

【周辺法の整備】
建前上は憲法９条の解釈を変更せずに

自衛隊を海外に派兵
↓

国家安全保障会議（NSC）法、
特定秘密保護法、PKO法など

【周辺法の整備】
建前上は憲法９条の解釈を変更せずに

自衛隊を海外に派兵
↓

国家安全保障会議（NSC）法、
特定秘密保護法、PKO法など

【立法改憲】
憲法９条の解釈を変更
（解釈改憲）

↓
集団的自衛権の行使

国家安全保障法、集団自衛事態法

【立法改憲】
憲法９条の解釈を変更
（解釈改憲）

↓
集団的自衛権の行使

国家安全保障法、集団自衛事態法

自民党が目指す集団的
自衛権行使の法体系　
自民党が目指す集団的
自衛権行使の法体系　

診療報酬引き上げを要請

歯
科
の
損
益
差
額
横
ば
い

医療経済実態調査結果

「保険で良い歯科」署名２千筆提出

経
営
困
難
の
実
態
反
映
せ
ず

医
療
費
の
総
枠
拡
大
を

冨
本
副
理
事
長
が
談
話

　

中
医
協
総
会
で
来
年
の
歯

科
診
療
報
酬
に
向
け
た
論
点

が
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
10

月
23
日
の
「
在
宅
歯
科
医

療
」
に
続
き
、
11
月
22
日
に

は
「
歯
科
医
療
に
つ
い
て
」

の
テ
ー
マ
が
議
論
さ
れ
た
。

　

論
点
は
①
４
根
管
の
歯
内

治
療
の
評
価
②
根
面
う
蝕
へ

の
フ
ッ
化
物
使
用
③
歯
周
治

療
用
装
置
の
適
用
緩
和
④
Ｓ

Ｐ
Ｔ
の
算
定
単
位
を
歯
数
や

顎
単
位
に
見
直
す
⑤
再
診
時

の
外
来
環
加
算
の
評
価
⑥
有

床
義
歯
管
理
料
と
調
整
料
の

混
在
を
整
理
⑦
小
児
義
歯
の

適
用
拡
大
⑧
特
別
対
応
加
算

の
評
価
⑨
周
術
期
口
腔
機
能

管
理
の
際
の
医
科
へ
の
評
価

―
―
な
ど
（
４
面
に
要
約
）。

倍
内
閣
も
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
巡
る
態

度
な
ど
は
自
民
党
内
で
意
見

が
分
か
れ
て
お
り
、
一
枚
岩

で
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
山

下
議
員
は
「
増
税
分
を
社
会

保
障
に
充
て
る
と
説
明
し
て

い
る
裏
で
社
会
保
障
改
悪
の

オ
ン
パ
レ
ー
ド
に
な
っ
て
い

る
」
と
政
府
の
〝
二
枚
舌
政

策
〞
を
非
難
し
た
。
辰
巳
議

員
は
「
前
回
預
か
っ
た
署
名

は
提
出
し
ま
し
た
よ
」
と
話

し
、
持
参
し
た
署
名
の
紹
介

議
員
を
快
く
引
き
受
け
た
。

　

同
日
開
か
れ
た
ド
ク
タ
ー

ズ
・
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
で
は
「
学
校
歯
科
治
療
調

査
」
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

 

（
次
号
に
要
請
議
員
一
覧
）

　

特
定
秘
密
保
護
法
案
や
社

会
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
の

審
議
が
進
む
な
か
、
協
会
は

11
月
14
日
に
国
会
要
請
行
動

に
取
り
組
ん
だ
。
70
〜
74
歳

の
窓
口
負
担
１
割
継
続
と
診

療
報
酬
引
き
上
げ
を
求
め
る

会
員
署
名
１
千
筆
超
を
も
と

に
大
阪
選
出
国
会
議
員
に
要

請
。「
保
険
で
良
い
歯
科
」

署
名
は
、
面
談
し
た
宮
本
岳

志
衆
院
議
員
（
共
産
）
に
１

５
０
０
筆
、
山
下
芳
生
参
院

議
員
（
同
）
に
１
千
筆
、
辰

巳
孝
太
郎
参
院
議
員
（
同
）

に
５
０
０
筆
を
託
し
た
。

　

宮
本
議
員
は
協
会
要
望
に

理
解
を
示
し
、
国
会
情
勢
に

つ
い
て
「
強
固
に
見
え
る
安

も
て
る
医
療
の
質
の
確
保
と

安
心
・
安
全
な
歯
科
医
療
の

提
供
が
揺
ら
ぎ
か
ね
な
い
状

況
は
つ
づ
い
て
い
る
。

　

昨
年
度
の
「
医
療
費
の
動

向
」
で
は
、
歯
科
診
療
所
の

年
間
平
均
（
保
険
）
医
療
費

は
３
８
０
７
万
円
だ
が
、
調

査
で
は
４
０
１
２
万
円
で
２

０
５
万
円
も
高
い
。
本
調
査

が
経
営
実
態
を
反
映
し
た
も

の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

安
心
・
安
全
の
良
質
な
歯

科
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
医
療
費
総
枠
を
拡
大

し
、
保
険
の
き
く
範
囲
を
広

げ
、
技
術
料
を
中
心
に
診
療

報
酬
を
大
幅
に
引
き
上
げ
、

患
者
負
担
の
軽
減
を
強
く
求

め
る
も
の
で
あ
る
。

減
少
。
前
回
も
指
摘
し
た

が
、
景
気
悪
化
、
消
費
生
活

の
厳
し
さ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に

影
響
し
、
落
ち
込
み
は
常
態

化
し
て
い
る
。

　

医
業
費
用
で
は
、
給
与
費

が
30
・
７
万
円
増
加
し
、
全

医
業
収
益
の
増
加
額
33
万
円

の
大
半
は
チ
ー
ム
医
療
に
欠

か
す
こ
と
が
で
き
な
い
従
業

員
の
給
与
に
あ
て
ら
れ
て
い

る
。
水
道
光
熱
費
や
消
耗
品

費
と
い
っ
た
こ
れ
以
上
削
り

込
め
な
い
「
そ
の
他
費
用
」

が
増
額
。
一
方
で
、
医
薬

品
、
歯
科
材
料
や
技
工
料
等

の
委
託
費
を
削
減
し
て
何
と

か
経
営
を
維
持
し
よ
う
と
す

る
実
態
は
変
わ
っ
て
い
な

い
。
国
民
・
患
者
に
責
任
を

　

２
事
業
年
度
比
較
で
、
個

人
立
歯
科
診
療
所
の
損
益
差

額
は
年
間
で
わ
ず
か
13
万
円

増
加
し
た
に
す
ぎ
ず
、
経
営

安
定
化
に
は
程
遠
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
改
定

年
度
の
６
月
単
月
調
査
は
廃

止
さ
れ
、
前
回
調
査
（
２
０

１
１
年
）
か
ら
追
加
さ
れ
た

改
定
前
後
の
２
事
業
年
度
調

査
（
年
間
）
の
み
と
な
っ
た

た
め
、
前
回
調
査
と
一
概
に

比
較
で
き
な
い
。
し
か
し
、

年
間
の
損
益
差
額
を
単
月
に

置
き
換
え
る
と
、
１
０
０
万

円
を
割
り
込
ん
で
い
る
状
況

に
変
化
は
な
い
。

　

昨
年
４
月
診
療
報
酬
改
定

で
歯
科
は
公
称
１
・
70
％
の

プ
ラ
ス
改
定
だ
っ
た
が
、
医

業
収
益
の
保
険
診
療
収
益
の

増
加
は
年
度
対
比
で
48
・
５

万
円
、
金
額
の
伸
び
率
で
１

・
４
％
、
月
平
均
に
す
る
と

４
万
円
程
度
に
す
ぎ
ず
、
改

定
率
に
見
合
う
増
加
額
と
は

な
っ
て
い
な
い
。

　

自
費
診
療
収
入
は
17
・
３

万
円
、
２
・
９
％
の
大
幅
な

　

厚
労
省
が
11
月
６
日
の
中
医
協
総
会
で
２

０
１
３
年
度
の
医
療
経
済
実
態
調
査
結
果
を

公
表
し
た
こ
と
を
受
け
、
冨
本
昌
之
副
理
事

長
（
経
税
部
長
）
が
同
月
27
日
、
談
話
を
発

表
し
た
。
要
約
は
次
の
通
り
。

改
定
の
課
題
と
論
点
示
す

４
面
に
要
約
を
掲
載

国
会
行
動

中医協診
療
報
酬
改
定

診
療
報
酬
改
定

共済部からお知らせ
保険医年金・一時金保険医年金・一時金
の年内着金についての年内着金について

　解約一時金の年内着金をご希望
の方は、①所定の請求書②受取人
の印鑑証明書１通（交付６カ月以
内）③解約口番号の加入者証――
を完備の上、12月16日（月）協会
必着でお送り下さい。なお、一時
金着金が年始でも保険会社が年内
に最終手配した分（30日）は今年
の所得となりますのでご注意下さ
い。詳しくは共済部まで。


